引き上げ分の地方消費税の活用について

平成24年8月の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」による消費税法の一部改正などにより、平成26年4月から消費税率が5％から8％に、令和元年10月には８％から10％に引き上げられました。消費税引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けられます。
消費税10％には地方消費税2.2％が含まれており、引き上げによる1.2％の増収分についても、社会保障の充実・安定化のために使うこととされています。

 練馬区では、令和８年度当初予算において、地方消費税の社会保障財源額を140億
4,400万円と算定しています。これについては、下記の通り、社会保障施策に活用します。

地方消費税社会保障財源分活用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	分類
	事業名
	令和８年度事業費
	地方消費税増収分活用の額

	社会福祉

幼児教育・
保育無償化
	高齢者福祉事業
	3,520,306
	447,443

	
	障害者福祉事業
	28,581,432
	2,599,386

	
	生活保護事業
	33,809,804
	1,857,409

	
	教育振興事業（幼稚園）
	3,879,741
	294,010

	
	保育委託事業
	38,840,322
	3,727,029

	社会保険
	国民健康保険事業
	6,427,866
	854,816

	
	後期高齢者医療事業
	9,734,141
	1,042,793

	
	介護保険事業
	8,850,420
	1,973,423

	保健衛生
	保健予防対策事業
	3,447,557
	745,313

	
	健康推進事業
	4,005,603
	502,378

	合計
	141,097,192
	14,044,000



